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～
第
五
十
五
回
通
常
総
会 

開
催
予
定
の
お
知
ら
せ
～ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
わ
り
ま
す
。 

 

 

人
事
交
流
に
よ
り
左
記
の
と
お
り
職

員
の
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。 

【
離
任
（
新
勤
務
地
）】 

経
営
指
導
員 

熊
倉
一
成
（
県
連
合
会
） 

【
着
任
（
旧
勤
務
地
）】 

経
営
指
導
員  

佐
藤 

英
（
県
連
合
会
） 

 

～
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
～ 

【
経
営
指
導
員 

熊
倉 

一
成
】 

こ
の
た
び
四
月
一
日
付
で
県
連
合
会
へ
異

動
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

小
須
戸
商
工
会
に
は
平
成
二
十
二
年
四
月

よ
り
五
年
間
、
会
員
の
皆
様
か
ら
の
温
か
い

ご
支
援
ご
指
導
に
支
え
ら
れ
、
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

五
年
の
間
に
は
、
継
続
中
の
事
業
で
は
あ

り
ま
す
が
、「
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」に
始
ま
り
、

「
空
き
店
舗
活
用
を
し
た
パ
ン
販
売
」
並
び

に
「
小
須
戸
オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ン
の
開
発
」
を

行
っ
た
商
店
街
活
性
化
へ
の
取
組
み
や
創
業

支
援
な
ど
こ
れ
ま
で
経
験
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
仕
事
に
取
り
組
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

ま
た
、
多
く
の
方
々
と
の
出
会
い
は
、
私

に
と
っ
て
何
物
に
も
代
え
が
た
い
貴
重
な
財

産
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
は
直
接
皆
様
方
の
お
役
に
た
て

る
こ
と
は
な
か
な
か
無
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
商
工
会
へ
の
支
援
を
通
じ
て
、
引
き

続
き
微
力
な
が
ら
小
須
戸
地
域
発
展
の
一
端

が
担
え
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。 

末
筆
な
が
ら
、
小
須
戸
商
工
会
と
会
員
の

皆
様
方
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
ご
健
勝
を

ご
祈
念
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

～
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
～ 

 

 

 
 

 

  
 

四
月
一
日
よ
り
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
佐

藤
英
（
さ
と
う
ひ
で
お
）
と
申
し
ま
す
。
出

身
は
、
新
発
田
市
で
、
現
在
の
住
ま
い
は
新

津
に
な
り
ま
す
。
商
工
会
は
、
巻
、
紫
雲
寺

と
続
き
ま
し
て
、
こ
の
三
月
ま
で
安
田
商
工

会
で
経
営
支
援
員
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
ま

し
た
。
経
営
指
導
員
と
し
て
初
め
て
の
赴
任

地
と
な
り
、
ま
た
小
須
戸
は
初
め
て
の
土
地

で
も
あ
り
緊
張
し
て
お
り
ま
す
が
、
会
員
の

皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
頑
張
っ
て
参
り

ま
す
。
町
中
で
お
会
い
し
た
際
に
は
気
軽
に

お
声
を
か
け
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

第
五
十
五
回
小
須
戸
商
工
会
通
常
総
会

は
、
次
の
日
程
に
て
開
催
予
定
で
す
。
後

日
、
正
式
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

た
く
さ
ん
の
会
員
の
皆
様
の
ご
出
席
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

◎
日
時
：
平
成
二
十
七
年 

五
月
十
五
日
（
金
）
午
後
三
時
～ 

◎
会
場
：
小
須
戸
商
工
会
館
三
階
ホ
ー
ル 

  

 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
公
正
な
待
遇
を
確
保
し
、

納
得
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法(

短
時
間
労
働

者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律)

や
施
行
規
則
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
方
針
が

変
わ
り
ま
す
。 

 

主
な
改
正
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

一
．
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
公
正
な
待 

  

遇
の
確
保 

・
正
社
員
と
差
別
的
な
取
扱
い
が
禁
止
さ 

 

 

れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
対
象
範 

 

囲
の
拡
大(

職
務
の
内
容
、
人
材
活
用
の 

 

仕
組
み
が
正
社
員
と
同
一
の
場
合
は
対 

 

象) 

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待
遇
と
正
社 

 

員
の
待
遇
を
相
違
さ
せ
る
場
合
は
、
職 

 

務
の
内
容
、
人
材
活
用
の
仕
組
み
、
そ 

 

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と 

 

 

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な 

 

い
。 

二
．
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
理
解
を
高 

 
 

め
る
た
め
の
措
置 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た 

 

と
き
は
、
雇
用
管
理
の
改
善
措
置
の
内 

４月の 

花 
 

さくら 
 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第1７８号 

小須戸 

商工会 

  

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
そ
の
能
力
を
よ
り
一

層
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用
環
境
を

整
備
す
る
た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。 

主
な
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
通
り
で
す
。 

【
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い

る
事
業
主
の
方
は
】 

◎
雇
い
入
れ
の
際
、
労
働
条
件
を
文
書
な
ど
で 

明
示
し
て
下
さ
い 

◎
雇
い
入
れ
後
、
待
遇
の
決
定
に
当
た
っ
て
考 

慮
し
た
事
項
を
説
明
し
て
下
さ
い 

◎
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
通
常
の
労
働 

者
へ
転
換
す
る
機
会
を
整
え
て
下
さ
い 

【
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
の
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
待
遇
の
た
め
に
】 

◎
賃
金
（
基
本
給
、
賞
与
、
役
付
手
当
等
）
は
、 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
成 

果
、
意
欲
、
能
力
、
経
験
な
ど
を
勘
案
し
て 

決
定
す
る
よ
う
努
め
て
下
さ
い 

◎
教
育
訓
練
は
、
職
務
の
内
容
、
成
果
、
意
欲
、 

能
力
、
経
験
な
ど
に
応
じ
て
実
施
す
る
よ
う 

努
め
て
下
さ
い 

◎
福
利
厚
生
施
設
（
給
食
施
設
、
休
憩
室
、
更 

衣
室
）
の
利
用
の
機
会
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労 

働
者
に
対
し
て
も
与
え
る
よ
う
配
慮
し
て 

下
さ
い 

 パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
新
潟
県
労
働
局(

〇
二
五
‐
二
三
四
‐
五
九

二
八)

ま
た
は
商
工
会
へ
ど
う
ぞ
！ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が 

変
わ
り
ま
し
た
！ 

～
平
成
二
十
年
四
月
一
日
施
行
～ 

 

経
営
指
導
員 

 

佐
藤 
英 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
そ
の
能
力
を
よ
り
一

層
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用
環
境
を

整
備
す
る
た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。 

主
な
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
通
り
で
す
。 

【
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い

る
事
業
主
の
方
は
】 

◎
雇
い
入
れ
の
際
、
労
働
条
件
を
文
書
な
ど
で 

明
示
し
て
下
さ
い 

◎
雇
い
入
れ
後
、
待
遇
の
決
定
に
当
た
っ
て
考 

慮
し
た
事
項
を
説
明
し
て
下
さ
い 

◎
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
通
常
の
労
働 

者
へ
転
換
す
る
機
会
を
整
え
て
下
さ
い 

【
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
の
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
待
遇
の
た
め
に
】 

◎
賃
金
（
基
本
給
、
賞
与
、
役
付
手
当
等
）
は
、 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
成 

果
、
意
欲
、
能
力
、
経
験
な
ど
を
勘
案
し
て 

決
定
す
る
よ
う
努
め
て
下
さ
い 

◎
教
育
訓
練
は
、
職
務
の
内
容
、
成
果
、
意
欲
、 

能
力
、
経
験
な
ど
に
応
じ
て
実
施
す
る
よ
う 

努
め
て
下
さ
い 

◎
福
利
厚
生
施
設
（
給
食
施
設
、
休
憩
室
、
更 

衣
室
）
の
利
用
の
機
会
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労 

働
者
に
対
し
て
も
与
え
る
よ
う
配
慮
し
て 

下
さ
い 

 パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
新
潟
県
労
働
局(

〇
二
五
‐
二
三
四
‐
五
九

二
八)

ま
た
は
商
工
会
へ
ど
う
ぞ
！ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が 

変
わ
り
ま
し
た
！ 

～
平
成
二
十
年
四
月
一
日
施
行
～ 
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平
成
二
十
六
年
度
補
正
予
算
成
立
に 

伴
う
融
資
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て 

 

 
容
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
説
明
し
な
け 

 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

三
．
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
実
効
性
を 

  

高
め
る
た
め
の
規
定
の
新
設 

 

雇
用
管
理
の
改
善
措
置
の
規
定
に
違
反 

  

し
て
い
る
事
業
主
が
、
厚
生
労
働
大
臣 

 

の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
厚
生
労 

 

働
大
臣
は
事
業
主
名
を
公
表
す
る
こ
と 

 

が
で
き
る
。 

◇
法
律
の
対
象
と
な
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労 

 

働
者
と
は
… 

 

○
「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」「
ア
ル
バ
イ
ト
」 

 

「
嘱
託
」「
臨
時
社
員
」
「
準
社
員
」
な 

 

ど
、
呼
び
方
は
異
な
っ
て
い
て
も
一
週 

 

間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所 

 

に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週 

 

間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
て
短
い
労 

 

働
者
。 

 

○
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
人
は
、「
パ
ー 

 

ト
」
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
て
も 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
対
象
に
は
な 

 

 

ら
な
い
が
、
事
業
主
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム 

 

労
働
法
の
趣
旨
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ 

 

り
ま
す
。 

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
新
潟
県
労
働
局
雇

用
均
等
室
ま
で(

〇
二
五-

二
八
八-

三
五
一
一) 

日
本
政
策
金
融
公
庫
で
は
国
の
補
正
予

算
成
立
に
伴
い
、
融
資
制
度
を
拡
充
い
た

し
ま
し
た
。
紙
面
の
都
合
、
一
部
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。 

  

 

雇
用
拡
大
の
原
動
力
と
な
る
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
の
創
業
等
を
支
援
す

る
た
め
、
左
記
の
制
度
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
拡
充 

㈠  

創
業
支
援
貸
付
利
率
特
例
制
度
の
新
設 

 
 

各
貸
付
制
度
に
定
め
る
利
率
か
ら
〇
． 

 
 

二
％
引
き
下
げ
。
女
性
又
は
若
年
者 

 
 
(

三
〇
歳
未
満)
、
Ｕ-

タ
ー
ン
等
に
よ 

 
 

り
地
方
で
創
業
す
る
者
は
〇
．
三
％ 

 
 

引
き
下
げ 

㈡ 

新
創
業
融
資
制
度
の
拡
充 

 
 

貸
付
対
象
の
要
件
を
緩
和(
利
用(

三 

 
 

百
万
円
以
内)

す
る
女
性
創
業
者
に 

 
 

つ
い
て
、「
勤
務
・
雇
用
要
件
等
」
を 

 
 

撤
廃
す
る
な
ど) 

㈢ 

女
性
、
若
者
・
シ
ニ
ア
起
業
家
支
援 

 

資
金
の
拡
充 

 

女
性
又
は
三
〇
歳
未
満
か
五
五
歳
以 

 

上
の
方
で
あ
っ
て
、
新
た
に
事
業
を
始 

 

め
る
方
や
事
業
開
始
後
、
概
ね
七
年
以

内
の
方
が
対
象
。
技
術
ノ
ウ
ハ
ウ
等
に
新

規
性
が
み
ら
れ
る
方
の
運
転
資
金
・
設
備

資
金
は
基
準
利
率
よ
り
０
．
９
％
引
き
下

げ 

㈣ 

新
事
業
活
動
促
進
資
金
の
拡
充 

「
経
営
革
新
計
画
」
の
認
定
を
受
け
た
方
、

「
新
連
携
計
画
」
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
ジ 

 

ェ
ク
ト
に
係
る
連
携
体
を
構
成
す
る
方
、 

 

経
営
多
角
化
、
事
業
転
換
な
ど
に
よ
り
、 

 

第
二
創
業
を
図
る
方
を
対
象
に
基
準
金
利 

 

よ
り
〇
．
六
五
％
引
き
下
げ 

  

 

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
子
育
て
支
援

企
業
等
を
貸
付
対
象
に
追
加
し
、
貸
付
利

率
を
低
減(

基
準
利
率
か
ら
〇
．
四
％
引
き

下
げ
な
ど)

。 

   
 

 

最
近
に
お
け
る
利
益
率
が
低
下(

前
期

に
比
し
五
％
以
上)

し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
貸
付
利
率
を
基
準
利
率
よ
り
〇
．
二
％

低
減
。(

小
規
模
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
〇
．

四
％
引
き
下
げ)

。 

   

最
近
に
お
け
る
利
益
率
が
低
下
（
前
期

に
比
し
五
％
以
上
）
し
て
い
る
方
が
、
非

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

効
果
の
高
い
設
備
を
取
得
し
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
推
進
を
図
る
場
合
、
貸
付
利
率
を

基
準
利
率
よ
り
〇･

六
五
％
引
き
下
げ
。 

[

融
資
限
度
額] 

◇
「
新
創
業
融
資
制
度
」 

三
千
万
円(

う
ち
運
転
資
金
千
五
百
万
円) 

◇
「
女
性
、
若
者
・
シ
ニ
ア
起
業
家
支
援
資 

 

金
」「
新
事
業
活
動
促
進
資
金
」「
地
域
活 

 

性
化
・
雇
用
促
進
資
金
」「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
貸
付
」「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
資
金
」 

七
千
二
百
万
円(

う
ち
運
転
資
金
四
千
八

百
万
円 

[

融
資
期
間] 

 

設
備
資
金
二
十
年
以
内(

据
置
二
年
以
内) 

 

運
転
資
金 

七
年
以
内(

据
置
一
年
以
内) 

 
(

新
事
業
活
動
促
進
資
金
は
運
転
資
金
の 

 

据
置
は
、
三
年
以
内) 

「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
」 

 

設
備
資
金
十
五
年
以
内(

据
置
三
年
以
内) 

 

運
転
資
金 

八
年
以
内(

据
置
三
年
以
内) 

「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
資
金
」 

 

設
備
資
金
十
五
年
以
内(

据
置
二
年
以
内) 

 

運
転
資
金 

七
年
以
内(

据
置
二
年
以
内) 

※
利
率
、
そ
の
他
の
各
種
制
度
並
び
に
掲
載

内
容
の
詳
細
は
商
工
会
ま
た
は(

株)

日
本
政

策
金
融
公
庫
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

一
．
創
業
・
新
事
業
支
援
関
連
制
度
の 

 
 

拡
充 

二
．
地
域
活
性
化
・
雇
用
促
進
資
金
の
拡
充 

三
．
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付(

経
営
環
境
変 

 
 

化
対
応
資
金)

の
拡
充 

四
．
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
資
金
の
拡
充 


